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　前号（広報かねやま１月号）は、介護予防・日常生活支援総合事業の概要をお伝えしました。
本号は、利用の流れについて説明します。介護予防・日常生活支援総合事業は、要介護認定で要支
援認定を受けた方や基本チェックリスト（運動、栄養、口腔、認知機能のチェック）による確認を
実施し、生活機能の低下がみられた方が利用できます。

問　役場健康福祉課医療介護係　☎５２－２１１１（内線２６８）

　高齢化社会が進むな
かで、高齢者自身も要
介護状態となることを
自分で予防することが
大切です。介護保険制
度としては、介護予防・
日常生活支援総合事業
（総合事業）が創設さ
れました。金山町では、
平成29年４月から総
合事業を実施します。
　総合事業では、これ
まで要支援１，２の認
定を受けていた方に提
供していた予防給付
（介護保険料からの給
付）を町の事業（介護
保険料以外の財源）に
移行します。
　介護予防訪問介護や
介護予防通所介護のみ
を利用する方がサービ
スの利用を希望する場
合には、健康福祉課窓
口で基本チェックリス
ト（生活機能を確認す
る質問票）に回答する
ことにより要支援認定
を受けずにサービスを
継続して利用できるよ
うになります（介護保
険の申請が不要となり
ます）。

※これまで同様、認定調査・主治医の受診を経て認定審査会で審査されます。
（補足）総合事業対象者になった後や、総合事業サービスを利用した後でも、状態に

合わせて必要なときは要介護（要支援）認定を申請することができます。

健康福祉課、地域包括支援センターにご相談ください。
<総 合 事 業>　原則として利用者本人が窓口で手続き
<介護保険申請>　これまでどおり家族等の申請でも可

平成29年４月から

介護予防・日常生活支援総合事業を始めますⅡ

前号の復習！
総合事業の概要

要介護（要支援）認定の申請※ 新！  基本チェックリストによる確認

要介護１～５

介 護 計 画

◎介護サービス

要支援１、２

要支援１、２の判定を受けた方

基本チェックリストによる確認で
生活機能の低下が見られた方

非該当 生活機能の低下
が見られた方

自立した生活
が可能な方

（通所、訪問、福祉
用具貸与・購入、住
宅改修、短期入所、
施設サービス）

◎介護予防ケアマネジメント
◎介護予防サービス計画
本人、家族の思いを中心に、地域包括
支援センターと一緒に本人や家族と話
し合い、介護予防サービス支援計画（ケ
アプラン）を作成します。

６５歳以上の全ての方

『介護予防・日常生活支援総合事業』
が利用可能

『一般介護予防事業』
・健康づくりのための運動教室
・さわやかサロン等

が利用可能
上記事業ではサポート役（ボランティア）
としてご活躍いただくこともできます。

65歳
以上の方 相談


